
理 由 書 

 

本都市計画区域の都市の発展の動向、人口および産業の現状ならびに将来の見通し等を

踏まえ、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするため、「都市計画区域の整備、開発

及び保全の方針」を本案のとおり変更する。 


